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令和４年第４回竜王町議会定例会（第１号） 

                            令和４年１２月７日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第６６号 竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関す 

            る条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第６７号 竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第６８号 竜王町学校給食センターの設置、管理および職員に関する 

            条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第６９号 竜王町都市公園条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第７０号 令和４年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ８ 議第７１号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議第７２号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第２号） 

日程第１０ 議第７３号 令和４年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議第７４号 令和４年度竜王町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１２ 議第７５号 令和４年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１３ 議員派遣について 
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２ 会議に出席した議員（１１名） 

 １番 澤 田 満 夫   ２番 中 村 匡 希 

 ３番 福 田 優 三   ４番 鎌 田 勝 治 

 ５番 橘   せつ子   ６番 尾 川 幸 左 衞 門 

 ８番 磯 部 俊 男   ９番 小 西 久 次 

１０番 森 島 芳 男  １１番 岡 山 富 男 

１２番 貴 多 正 幸    

３  会議に欠席した議員（１名） 

 ７番 大 前 セツ子    

４  会議録署名議員 

 ９番 小 西 久 次  １０番 森 島 芳 男 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 図司 明徳 

住 民 福 祉 主 監 兼 
住 民 課 長 

川嶋 正明  産 業 建 設 主 監 井口 清幸 

会 計 管 理 者 寺本 育美  総 務 課 長 寺嶋  要 

未 来 創 造 課 長 谷  大太  中 心 核 整 備 課 長 森  徳男 

税 務 課 長 中島 孝之  生 活 安 全 課 長 冨田 尚弘 

福 祉 課 長 中原 江理  健 康 推 進 課 長 西村 忠晃 

自 立 支 援 課 長 野村 博嗣  農 業 振 興 課 長 冨家 和典 

商 工 観 光 課 長 岩田 宏之  建 設 計 画 課 長 市岡 忠司 

上 下 水 道 課 長 森岡 道友  教 育 次 長 兼 
生 涯 学 習 課 長 

知禿 雅仁 

教 育 総 務 課 長 町田 啓司  学 校 教 育 課 長 岡﨑 吉隆 

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 小森久美子  書 記 井村奈緒美 
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開会 午後１時００分 

○議長（貴多正幸） 皆さん、こんにちは。本来ですと、開会に先立ち、町民憲章

の唱和をするところでございますが、新型コロナウイルス感染症対策の関係で割

愛させていただきます。 

ただいまの出席議員数は１１人であります。よって、定足数に達していますの

で、これより令和４年第４回竜王町議会定例会を開会いたします。 

会議に入ります前に、町長より発言の申出がありますので、これを認めること

にいたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さん、こんにちは。令和４年竜王町議会第４回定例会の開

会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私何

かと御多用の中、御出席いただき厚くお礼を申し上げます。 

初めに、新型コロナの感染状況ですが、１１月中旬以降急拡大し、インフルエ

ンザとの同時流行が懸念されているところでございます。人の往来が活発になり、

感染拡大が予想される年末年始に備え、町民の皆様が安心して生活できるよう、

希望する方々への迅速なワクチン接種に取り組んでまいります。 

遡ること、一昨年１１月２５日に、本町職員が官製談合防止法違反で逮捕され

てから２年が経過いたしました。自らが事件の当事者にならないために、また、

組織の仲間を守るためにも、コンプライアンス意識の醸成は必須であることから、

本年度も全職員を対象に研修を実施いたしました。研修をきっかけとして、自分

自身や職場環境を再点検する習慣が身につくことを期待しております。 

本不祥事を決して風化させることなく、職員の法令遵守意識が低下することの

ないよう、再発防止策に掲げた内容を継続して行ってまいります。 

次に、令和５年度の予算編成でございますが、財政規律を守りつつ効果的な施

策展開を図るため、予算の計上に当たっては前例踏襲によることなく、事業の取

捨選択や見直しに取り組むことで、最小の経費で最大の効果を生む予算編成を行

うよう指示したところでございます。一方で、優先度、緊急度を考慮し、必要な

予算については積極的に計上し、明るく元気で活力あふれる、次世代に誇れるま

ちの実現を目指してまいります。 

つい先日のことになりますが、我が町の伝統的祭事である山之上ケンケト祭り

長刀振りが、風流踊としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。中世に源を
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発するこのお祭りが関係者の方たちの手によって今日まで受け継がれてきたこと

に多大なる敬意を表するとともに、今後においても我が町が誇る伝統・文化の魅

力発信に努めてまいります。 

また、１２月５日には、西小学校区放課後児童クラブが多くの関係者参加の下

にリニューアルオープンいたしました。西区の子どもたちの新たな拠点として大

いに活用していただきたいと思います。 

最後になりますが、本定例会に提案申し上げます案件につきまして慎重なる御

審議を賜り、適切な御結論をいただきますようお願い申し上げ、開会に当たりま

しての挨拶といたします。どうぞ、よろしくお願いします。 

○議長（貴多正幸） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に議会諸般報告書並びに竜王町議会会議規則第１２６条の規定

による議員派遣報告書を配付いたしましたので、よろしくお願いいたします。 

なお、説明は省略いたしますので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（貴多正幸） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１２５条の規定により、９番 小西久次議員、１０番 森島芳男議

員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（貴多正幸） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日１２月７日から１２月２２日までの１６日間といた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（貴多正幸） 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日

１２月７日から１２月２２日までの１６日間と決定いたしました。 

なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどお願い申し上げます。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第 ３ 議第６６号 竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関す 

            る条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第６７号 竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第６８号 竜王町学校給食センターの設置、管理および職員に関する 

            条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第６９号 竜王町都市公園条例の一部を改正する条例 

日程第 ７ 議第７０号 令和４年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ８ 議第７１号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第３号） 

日程第 ９ 議第７２号 令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第２号） 

日程第１０ 議第７３号 令和４年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第１１ 議第７４号 令和４年度竜王町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第１２ 議第７５号 令和４年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号） 

○議長（貴多正幸） 日程第３ 議第６６号、竜王町特別職の職員で常勤のものの

給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例から日程第１２ 議第７５号、

令和４年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号）までの１０議案についてを

一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました議第６６号から議第７５号まで

の各議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第６６号、竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例

の一部を改正する条例につきましては、令和４年８月８日の人事院勧告において、

「民間給与との較差を埋めるため、月例給、ボーナスともに引上げを求める」な

どの勧告がされ、国において特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する

法律が公布されたことから、特別職の職員の期末手当の支給割合を改正するため、

条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議第６７号、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

きましては、令和４年８月８日の人事院勧告において、「民間給与との較差を埋

めるため、月例給、ボーナスともに引上げを求める」などの勧告がされ、国にお

いて一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布されたこと



- 6 - 

から、給料表及び勤勉手当の支給割合を改正するため、条例の一部を改正するも

のでございます。 

次に、議第６８号、竜王町学校給食センターの設置、管理および職員に関する

条例の一部を改正する条例につきましては、竜王町学校給食運営委員会の委員定

数を１３人から１１人としたいことから、条例の一部を改正するものでございま

す。 

次に、議第６９号、竜王町都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、

竜王町総合運動公園内において、新たにボルダリングジムを整備したことから、

同施設の利用料金等を定める必要があるため、条例の一部を改正するものでござ

います。 

次に、議第７０号、令和４年度竜王町一般会計補正予算（第６号）につきまし

ては、現在お認めをいただいております補正予算（第５号）までの歳入歳出予算

額が７３億９，３８３万１，０００円でございます。今回、この総額に歳入歳出

それぞれ５億２，６６０万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ７９億２，０４４万円とさせていただくものでございます。 

補正予算の主な内容といたしまして、歳出予算におきましては、産業建設部門

の移設に伴う庁舎別館改修工事費並びに寄附の増加に伴うふるさと納税に係る経

費及び積立金を増額するものでございます。また、総合運動公園西部の再整備に

係る予算の組替えを行い、年度末までの見込みにより人件費を補正するものでご

ざいます。 

歳入予算におきましては、別館改修工事に係る財源として町債の増額、また、

寄附の増加見込みにより未来につなぐふるさと交竜寄附金を増額するものでござ

います。 

繰越明許費補正につきましては、別館改修工事が年度末までには完了しない見

込みであることから、増額の変更をするものでございます。 

債務負担行為補正につきましては、今年度中に次年度の事業実施手続を進めら

れるよう追加するものでございます。 

地方債補正につきましては、別館改修工事の財源として増額の変更をするもの

でございます。 

次に、議第７１号、令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第３号）につきましては、現在お認めをいただいております補正予算

（第２号）までの歳入歳出予算額が１３億３，４６０万１，０００円でございま
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す。今回、この総額に歳入歳出それぞれ１８６万３，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億３，６４６万４，０００円とさせていた

だくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、歳出予算におきまして、保険給付費等交付

金特別交付金の額の確定により返還することとなったことから、返還金を増額す

るとともに、歳入予算におきまして、特定健診の実施に係る令和３年度分の事業

費が確定した結果、追加で交付されることとなり、また、返還金の補正に係る施

設勘定（歯科）からの繰入金及び前年度繰越金を増額するものでございます。 

次に、議第７２号、令和４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第２号）につきましては、歯科におきまして、現在お認めをいただい

ております補正予算（第１号）までの歳入歳出予算額が４，８６６万６，０００

円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ２３万９，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，８９０万５，０００円とさせて

いただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、診療の際に必要となる消耗品費、保健事業

費の確定による返還に伴う国民健康保険事業特別会計（事業勘定）への繰出金及

び人件費の補正を行うとともに、前年度繰越金を増額するものでございます。 

次に、議第７３号、令和４年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第２号）に

つきましては、現在お認めをいただいております補正予算（第１号）までの歳入

歳出予算額が１０億５，５４２万３，０００円でございます。今回、この総額に

歳入歳出それぞれ８３万１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１０億５，６２５万４，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、歳出予算におきまして、居宅介護住宅改修

費及び地域密着型介護予防サービス給付費が不足する見込みであることから増額

するとともに、人件費を補正するものでございます。 

歳入予算におきましては、歳出で補正した経費へのルール分の負担として所要

の財源を補正し、また、保険料が当初の見込みを上回ることから、介護給付費準

備基金繰入金を減額するものでございます。 

次に、議第７４号、令和４年度竜王町水道事業会計補正予算（第２号）につき

ましては、令和４年度竜王町水道事業会計の第３条で定めました収益的支出の既

決予定額３億２，９２３万６，０００円に、今回２２６万７，０００円を増額し

３億３，１５０万３，０００円に、また、第４条で定めました資本的収入の既決
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予定額１億１，６００万円に、今回２２０万８，０００円を増額し１億１，８２

０万８，０００円に、資本的支出の既決予定額２億１，７０６万７，０００円に、

今回２２０万８，０００円を増額し２億１，９２７万５，０００円とさせていた

だきたいものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、収益的支出につきましては、営業費用の原

水及び浄水費２１万６，０００円、総係費２０５万１，０００円をそれぞれ増額

いたしたいものでございます。 

資本的収入につきましては、他会計負担金２２０万８，０００円を増額いたし

たいものでございます。 

資本的支出につきましては、建設改良費２２０万８，０００円を増額いたした

いものでございます。 

次に、議第７５号、令和４年度竜王町下水道事業会計補正予算（第２号）につ

きましては、令和４年度竜王町下水道事業会計予算の第３条で定めました収益的

支出の既決予定額５億１，２５７万４，０００円から、今回３４３万３，０００

円を減額し５億９１４万１，０００円に、また、第４条で定めました資本的収入

の既決予定額２億４８０万９，０００円に、今回３５１万２，０００円を増額し

２億８３２万１，０００円に、資本的支出の既決予定額３億８，５８４万８，０

００円に、今回３５１万２，０００円を増額し３億８，９３６万円とさせていた

だきたいものでございます。 

補正予算の内容といたしまして、収益的支出につきましては、営業費用の管渠

費６５万３，０００円、処理場費７７万１，０００円をそれぞれ増額し、総係費

４８５万７，０００円を減額いたしたいものでございます。 

資本的収入につきましては、補助金３５１万２，０００円を増額いたしたいも

のでございます。 

資本的支出につきましては、建設改良費３５１万２，０００円を増額いたした

いものでございます。 

以上、議第６６号から議第７５号までの各議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、議第７０号につきましては、詳細について担当課長

から説明させますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（貴多正幸） 寺嶋総務課長。 

○総務課長（寺嶋 要） ただいま、町長から議第７０号、令和４年度竜王町一般

会計補正予算（第６号）について、提案理由の説明があったところでございます
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が、さらにその内容について、お手元配付の提出議案説明資料３５ページの令和

４年度１２月補正予算概要により説明させていただきます。 

主な歳出から説明いたします。 

財産管理費（手数料）６５万４，０００円の増額につきましては、七里地先の

町有地売却に係る不動産鑑定を行うことから増額するものでございます。 

次に、総合庁舎別館改修工事監理業務委託料９０５万３，０００円及び総合庁

舎別館改修工事３億９，２００万円の増額につきましては、庁舎における住民対

応窓口のワンストップ化を図るために、産業建設部門を別館に移設したく、これ

により老朽化している設備の更新、バリアフリー化対応及び長寿命化を含めた別

館の改修工事を行うことから増額するものでございます。 

次に、ふるさと納税推進費といたしまして、現予算から５，０００万円の寄附

の増加を見込むことから、返礼品等に要する経費を増額するものでございます。 

次に、企業立地推進事業といたしまして、山之上地先において町施策として開

発を行うことから、下水道事業会計に３５１万２，０００円、水道事業会計に２

２０万８，０００円、負担金を支出するため増額するものでございます。 

次に、県議会議員選挙費４４７万円の増額につきましては、令和５年４月執行

予定の県議会議員選挙について、年度末に告示予定であることから、令和４年度

に必要となる経費を増額するものでございます。 

次に、自立支援給付費１，２００万円の増額につきましては、障害福祉サービ

ス費及び障害児通所事業費が不足するため増額するものでございます。 

次に、過年度重層的支援体制整備事業交付金返還金、過年度子ども・子育て支

援事業交付金国庫支出金返還金及び過年度子育て世帯生活支援特別給付金（その

他世帯分）事業返還金につきましては、令和３年度の各事業費が確定した結果、

返還することとなったことからそれぞれ増額するものでございます。 

次のページに移りまして、集落営農活性化プロジェクト促進事業補助金８２万

４，０００円の増額につきましては、集落営農組織の継続的な発展のための体制

の確立及び収益性の改善を図る経営体に対し、資材費や機械導入の補助を行うこ

とから増額するものでございます。 

次に、環境保全型農業直接支払交付金５０万２，０００円の増額につきまして

は、事業の取組面積の増加及び交付単価が高い取組への移行に伴い不足が生じる

ことから増額するものでございます。 

次に、日野川用水施設管理協議会負担金２０３万９，０００円の増額につきま
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しては、基幹水利施設に係る電気料金高騰により不足が生じるため、国及び県補

助金の執行残が見込まれる県内の他地区において発生した余剰分が日野川地区へ

振替えされることとなり、事業費が増額することから、負担金を増額するもので

ございます。 

次に、県単独土木建設事業負担金３１０万円の増額につきましては、県が実施

する道路改良事業の進捗により増額するものでございます。 

次に、河川愛護作業補助金５０万円の増額につきましては、実績見込みにより

不足が生じることから増額するものでございます。 

次に、総合運動公園施設整備（改修）工事設計・監理業務委託料１，１７３万

７，０００円の増額及び総合運動公園施設整備（改修）工事１，１７３万７，０

００円の減額につきましては、総合運動公園西部の再整備を行いたく、ボルダリ

ングウォール設置工事の執行残を減額し、グラウンドゴルフ場等の整備に係る設

計業務委託料を増額する予算の組替えを行うものでございます。 

次に、東近江行政組合消防負担金１,５１４万９，０００円の増額につきまし

ては、消防費の基準財政需要額の確定に伴う精算により増額するものでございま

す。 

次に、竜王小学校管理運営費といたしまして、体育館屋根の雨漏り及び自動火

災報知設備の不良箇所に対応するため、修繕費を８０万１，０００円増額するも

のでございます。 

次に、竜王西小学校管理運営費といたしまして、安全性を確保する観点から体

育館の窓の落下防止対策を行い、また、排煙設備を修繕するため修繕費を１９５

万３，０００円増額し、防犯カメラ更新工事８１万３，０００円の増額につきま

しては、経年劣化により取替えを行うことから増額するものでございます。 

次に、償還元金４５万２，０００円の増額及び償還利子１２０万２，０００円

の減額につきましては、元利均等方式を設定した町債について、借入先の利率見

直しに伴い借入時より利率が低くなった結果、元金が不足することから増額する

とともに、今年度の支払利子の総額が確定したことから利子を減額するものでご

ざいます。 

次に、未来につなぐふるさと交竜基金積立金５，０００万円の増額につきまし

ては、寄附の増加を見込むことから積立金を増額するものでございます。 

次に、公共施設等における電気料高騰分７０２万５，０００円の増額につきま

しては、社会情勢等の要因により電気料が値上がりしており、予算が不足するこ
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とから増額するものでございます。 

次に、年度末までの執行見込みにより人件費２，１８２万８，０００円を減額

するものでございます。 

続いて歳入補正予算でございますが、３５ページの主な歳入から説明いたしま

す。 

国庫支出金について、障害者自立支援給付費負担金６００万円の増額は、自立

支援給付費の２分の１について、国が負担することにより増額するものでござい

ます。 

次に、県支出金について、障害者自立支援給付費負担金３００万円の増額は、

自立支援給付費の４分の１について県が負担することによる増額、集落営農活性

化プロジェクト促進事業補助金８２万４，０００円の増額は、集落営農組織の取

組に対する町補助に対して全額補助されることによる増額、環境こだわり農業直

接支払交付金３７万５，０００円の増額は、環境保全型農業直接支払交付金の増

額補正に対して４分の３補助されることによる増額、基幹水利施設管理事業補助

金１２４万８，０００円の増額は、日野川用水施設管理協議会負担金に対して補

助されることによる増額、県議会議員選挙費委託金４４７万円の増額は、県議会

議員選挙に要する経費について全額補助されることによる増額、河川愛護活動事

業委託金５０万円の増額は、河川愛護作業補助金の増額補正に対して全額補助さ

れることにより増額するものでございます。 

次に、庁舎維持修繕事業債３億２，５９０万円の増額は、別館改修工事の財源

とするため増額するものでございます。 

次に、その他といたしまして、未来につなぐふるさと交竜寄附金５，０００万

円の増額は、寄附の増加を見込むことによる増額、後期高齢者医療負担金等返還

金７２３万８，０００円の増額は、令和３年度市町負担金の精算に伴い返還され

ることとなったことによる増額、派遣職員給与等１，０３２万２，０００円の増

額は、令和４年４月から中部清掃組合へ派遣している職員の給与について、町が

支弁し同組合が負担する協定を結んでいることから、今回の人件費補正に伴う令

和４年度の決算見込みにより増額し、補正予算に伴う一般財源所要額１億１，４

８８万３，０００円について、前年度からの繰越金を増額するものでございます。 

次に、３６ページの繰越明許費補正（変更）について説明いたします。 

総合庁舎維持修繕事業につきましては、別館改修工事が年度末までに完了でき

ない見込みであることから、増額の変更を行うものでございます。 
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次に、債務負担行為補正（追加）でございますが、来年度における業務の実施

に向けて円滑な事業の実施を図るため、今年度中に契約等に係る事務処理を行う

必要があることからそれぞれ追加するものでございます。 

次に、地方債補正（変更）でございますが、先ほど歳入において説明しました

とおり、別館改修工事の財源とするため増額の変更を行うものでございます。 

以上、令和４年度竜王町一般会計補正予算（第６号）の説明といたします。 

○議長（貴多正幸） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１３ 議員派遣について 

○議長（貴多正幸） 日程第１３ 議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

竜王町議会会議規則第１２６条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派

遣することにいたしたいと思います。 

なお、緊急を要する場合は、議長においてこれを決定いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（貴多正幸） 御異議なしと認めます。 

よって、本件はそのように決定いたしました。 

なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長まで報告していただくようお願い

いたします。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後１時３１分 


